
「日本航空に係る相談窓口」設置のご案内 

 
 当協会では、今般の㈱日本航空等に係る会社更生法の更正手続開始及び、㈱企

業再生支援機構による再生支援の決定を受け、関連する中小企業の皆さまの相談

に応じるため「日本航空に係る相談窓口」を本店及び各営業店に設置いたしまし

た。 
皆さまの個別の実情に応じきめ細やかに対応いたします。お気軽にご相談下

さい。 
 
 
【相談窓口】 

本・支店 住所 電話番号 

本店営業部 

 

新潟市中央区川岸町１丁目４７番地１ 
（新潟県中小企業会館１Ｆ） 

０２５－２６７－１３１３ 

０２５－２６７－１３１５ 

長岡支店 長岡市坂之上町２丁目１番地１ 
（長岡商工会議所５Ｆ） 

０２５８－３５－５７１４ 

県央支店 

 

三条市須頃１丁目１７番地 

（県央地域地場産業振興センター２Ｆ） 

０２５６－３３－６６６１ 

 

上越支店 上越市新光町１丁目１０番２０号 
（上越商工会館１Ｆ） 

０２５－５２３－７２２５ 

佐渡支店  佐渡市河原田本町３９４番地 
（佐渡市役所佐和田行政サービスセンター2Ｆ）

０２５９－５７－２０１１ 
 

 


